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○
経
済
産
業
省
告
示
第
百
八
十
四
号

国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
八
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
際
相
互
承

認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
容
器
の
規
格
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

経
済
産
業
大
臣

林

幹
雄

国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
容
器
の
規
格
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令

第
八
十
二
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

一

フ
ー
プ
ラ
ッ
プ
容
器

ラ
イ
ナ
ー
に
、
フ
ー
プ
巻
（
ラ
イ
ナ
ー
胴
部
に
繊
維
を
軸
と
ほ
ぼ
直
角
に
巻
き
付
け
る
方
法
を

い
う
。
）
の
み
に
よ
り
樹
脂
含
浸
連
続
繊
維
を
巻
き
付
け
た
容
器



- 2 -

二

最
高
充
塡
圧
力

燃
料
の
充
塡
中
に
そ
の
容
器
に
か
か
る
ガ
ス
の
圧
力
の
う
ち
最
高
の
も
の
の
数
値
で
あ
っ
て
、
次
号

に
規
定
す
る
公
称
使
用
圧
力
の
四
分
の
五
倍
の
圧
力
の
数
値

三

公
称
使
用
圧
力

温
度
十
五
度
に
お
い
て
容
器
に
圧
縮
水
素
を
完
全
に
充
塡
し
て
使
用
す
る
と
き
の
動
作
特
性
を
表
す

基
準
と
な
る
圧
力
の
数
値

四

耐
圧
試
験
圧
力

最
高
充
塡
圧
力
の
五
分
の
六
倍
の
圧
力
の
数
値

五

試
験
の
サ
イ
ク
ル
の
回
数

協
定
規
則
に
よ
る
初
期
の
圧
力
サ
イ
ク
ル
試
験
に
お
い
て
寿
命
の
基
準
値
と
す
る
た
め
に

使
用
し
た
回
数

六

充
塡
可
能
期
限
年
月

容
器
を
製
造
し
た
月
（
容
器
の
製
造
過
程
で
行
わ
れ
た
耐
圧
試
験
に
合
格
し
た
月
を
い
う
。
）

の
前
月
か
ら
起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
し
た
月

七

容
器
の
型
式

容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
範
囲
の
も
の
を
一
型
式
と
す
る
。

イ

容
器
は
、
同
一
の
種
類
の
材
料
（
容
器
製
造
業
者
が
保
証
す
る
引
張
強
さ
、
耐
力
及
び
伸
び
率
の
値
（
容
器
製
造
業

者
が
有
限
要
素
法
そ
の
他
の
適
切
な
解
析
方
法
に
よ
っ
て
、
容
器
の
耐
圧
部
分
が
耐
圧
試
験
中
及
び
使
用
中
に
降
伏
を

起
こ
さ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
値
と
す
る
。
）
等
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
用
い
、
同
一
の
製
造
方
法
に
よ
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っ
て
同
一
の
容
器
製
造
所
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

胴
部
の
外
径
の
変
更
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
設
計
上
、
荷
重
を
分
担
す
る
容
器
壁
面
の
構

成
材
料
に
働
く
応
力
が
同
一
又
は
そ
れ
以
下
の
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。
こ
こ
で
、
「
胴
部
の
外
径
」
と
は
、
繊
維

、
樹
脂
及
び
保
護
層
を
含
む
外
径
を
い
う
。

ハ

全
長
の
変
更
が
、
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
、
か
つ
、
内
容
積
の
変
更
が
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ニ

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
容
器
以
外
の
容
器
に
あ
っ
て
は
、
端
部
の
形
状
及
び
寸
法
に
変
更
（
ロ
に
適
合
す
る
変

更
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
な
い
こ
と
。

ホ

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ナ
ー
製
容
器
に
あ
っ
て
は
、
ボ
ス
の
材
料
、
数
、
外
径
及
び
露
出
部
以
外
の
形
状
並
び
に
寸
法

（
ロ
に
適
合
す
る
変
更
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
同
一
で
あ
っ
て
、
ボ
ス
に
働
く
応
力
が
同
一
又
は
そ
れ
以
下
で
あ

る
こ
と
。

ヘ

公
称
使
用
圧
力
が
同
一
で
あ
る
こ
と
。

ト

容
器
に
装
置
す
る
安
全
弁
の
数
が
減
少
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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チ

容
器
に
装
置
す
る
安
全
弁
の
内
部
主
要
寸
法
（
ガ
ス
放
出
通
路
を
除
く
。
）
及
び
作
動
温
度
が
同
一
で
あ
る
こ
と
。

リ

容
器
に
装
置
す
る
安
全
弁
の
作
動
時
の
ガ
ス
放
出
通
路
面
積
が
減
少
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヌ

容
器
に
装
置
す
る
安
全
弁
が
バ
ル
ブ
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
全
体
の
質
量
の
増
加
又
は
安
全
弁
が
単

体
で
装
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
質
量
の
増
加
が
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

附
属
品
の
型
式

附
属
品
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
範
囲
の
も
の
を
一
型
式
と
す
る
。

イ

同
一
の
附
属
品
製
造
所
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
同
一
の
構
造
（
容
器
取
付
部
の
ね
じ
及
び
充
填
口
の
ね
じ
に
係
る
部

分
は
除
く
。
）
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

本
体
の
材
料
が
同
一
の
化
学
成
分
及
び
機
械
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

耐
圧
試
験
圧
力
が
高
く
な
ら
な
い
こ
と
。

（
容
器
の
試
験
等
）

第
二
条

規
則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
試
験
は
、
次
条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
容
器
の
設
計
検
査
）

第
三
条

容
器
は
、
容
器
の
型
式
ご
と
に
、
次
項
及
び
第
三
項
に
よ
っ
て
設
計
検
査
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。

２

前
項
の
設
計
検
査
は
、
必
要
な
寸
法
を
記
載
し
た
構
造
図
及
び
材
料
証
明
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
設
計
検
査
は
、
当
該
容
器
の
設
計
に
お
け
る
材
料
が
規
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
で
定
め
る
製
造
の
方
法
の
基

準
に
適
合
す
る
も
の
を
合
格
と
す
る
。

（
初
期
破
裂
試
験
）

第
四
条

容
器
は
、
容
器
の
型
式
ご
と
に
、
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号

に
定
め
る
初
期
破
裂
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に
合

5.1.1.

格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
初
期
常
温
圧
力
サ
イ
ク
ル
試
験
）

第
五
条

容
器
は
、
容
器
の
型
式
ご
と
に
、
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号

に
定
め
る
初
期
常
温
圧
力
サ
イ
ク
ル
試
験
を
行

5.1.2.

い
、
こ
れ
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
耐
久
性
能
試
験
）

第
六
条

容
器
は
、
容
器
の
型
式
ご
と
に
、
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号

に
定
め
る
耐
久
性
能
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格

5.2.

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
連
続
ガ
ス
圧
力
試
験
）

第
七
条

容
器
は
、
容
器
の
型
式
ご
と
に
、
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号

に
定
め
る
連
続
ガ
ス
圧
力
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に

5.3.

合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
火
炎
暴
露
試
験
）

第
八
条

容
器
は
、
容
器
の
型
式
ご
と
に
、
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号

に
定
め
る
火
炎
暴
露
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格

5.4.

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ガ
ス
の
制
限
等
）

第
九
条

規
則
第
五
条
第
一
項
第
四
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

容
器
に
充
塡
す
る
水
素
ガ
ス
は
、
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格

一
四
六
八
七

二
（
二
〇
一
二
）
及
び

IS
O

－

二
七
一
九
（
二
〇
一
一
年
九
月
改
訂
版
）
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

S
A

E
J

－

二

公
称
使
用
圧
力
が
七
十
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
国
）
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第
十
条

規
則
第
五
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
国
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
フ

ラ
ン
ス
共
和
国
、
イ
タ
リ
ア
共
和
国
、
オ
ラ
ン
ダ
王
国
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
、
ベ
ル
ギ
ー
王
国
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
チ
ェ
コ

共
和
国
、
ス
ペ
イ
ン
、
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
、
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和

国
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国
、
ス
イ
ス
連
邦
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
国
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
王
国
、
ル
ー

マ
ニ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国
、
ロ
シ
ア
連
邦
、
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ク
ロ
ア
チ

ア
共
和
国
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
共
和
国
、
ス
ロ
バ
キ
ア
共
和
国
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
、
エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ

ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
、
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
、
ト
ル
コ
共

和
国
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
共
和
国
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
共
和
国
、
欧
州
連
合
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
キ
プ
ロ
ス
共
和
国
、
マ
ル
タ
共
和
国
、
大
韓
民
国
、
マ
レ
ー

シ
ア
、
タ
イ
王
国
、
ア
ル
バ
ニ
ア
共
和
国
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
サ
ン
マ
リ
ノ
共
和
国
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
共
和
国
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア

及
び
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
と
す
る
。

（
表
示
の
方
式
）

第
十
一
条

規
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一

自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
一
に
定
め
る
容
器
証
票
を
容
器
の
外
面
の

見
や
す
い
箇
所
へ
貼
付
す
る
こ
と
。

二

自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
二
に
定
め
る
車
載
容
器
一
覧
証
票
を
車
両

表
面
の
見
や
す
い
箇
所
へ
貼
付
す
る
こ
と
。

三

自
動
車
に
装
置
し
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
は
が
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
様
式
第
三
に
定
め
る
車
載
容
器
総
括
証
票
を
燃
料

充
塡
口
近
傍
へ
貼
付
す
る
こ
と
。

（
附
属
品
の
試
験
等
）

第
十
二
条

規
則
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
試
験
は
、
次
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
附
属
品
の
設
計
検
査
）

第
十
三
条

附
属
品
は
、
附
属
品
の
型
式
ご
と
に
、
次
項
及
び
第
三
項
に
よ
っ
て
設
計
検
査
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
設
計
検
査
は
、
必
要
な
寸
法
を
記
載
し
た
構
造
図
及
び
材
料
証
明
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
設
計
検
査
は
、
当
該
附
属
品
の
設
計
に
お
け
る
材
料
が
規
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
基
準
に
適
合
す
る
も
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の
を
合
格
と
す
る
。

（
安
全
弁
の
適
格
性
確
認
試
験
）

第
十
四
条

安
全
弁
は
、
附
属
品
の
型
式
ご
と
に
、
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号

に
定
め
る
安
全
弁
の
適
格
性
確
認
試
験
を

6.1.

行
い
、
こ
れ
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
バ
ル
ブ
等
の
適
格
性
確
認
試
験
）

第
十
五
条

バ
ル
ブ
及
び
逆
止
弁
は
、
附
属
品
の
型
式
ご
と
に
、
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号

に
定
め
る
バ
ル
ブ
等
の
適
格

6.2.

性
確
認
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
容
器
再
検
査
の
方
法
）

第
十
六
条

規
則
第
十
六
条
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
容
器
再
検
査
の
方
法
は
、
次
条
及
び
第
十
八
条
に
定
め
る
も
の
と
す

る
。（

容
器
の
外
観
検
査
）

第
十
七
条

容
器
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
検
査
は
、
容
器
を
自
動
車
に
装
置

し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
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一

容
器
は
、
石
は
ね
等
の
外
的
要
因
に
よ
る
傷
、
腐
食
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
の
埃
等
を
除
去
し
、
か
つ
、

塗
膜
に
割
れ
、
剥
離
、
膨
れ
等
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
箇
所
の
塗
膜
を
除
去
し
た
も
の
と
し
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
外
観
検
査
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る
こ
と
。

イ

フ
ー
プ
ラ
ッ
プ
容
器
の
ラ
イ
ナ
ー
の
外
部
切
り
傷
等
及
び
外
部
腐
食
（
外
部
切
り
傷
等
（
凹
痕
を
除
く
。
）
、
凹
痕

又
は
外
部
腐
食
の
う
ち
二
以
上
が
同
じ
場
所
に
あ
る
場
合
の
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
外
部
切
り
傷
等
の
区
分
及
び
同
表
下
欄
に
お
け
る
外
部
腐
食
の
区
分
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
合
格
に
該
当
す

る
場
合
を
合
格
と
す
る
。

外
部
腐
食
の
区
分

腐
食
が
な
い
場

深
さ
〇
・
五
ミ

深
さ
〇
・
五
ミ

深
さ
一
ミ
リ
メ

合

リ
メ
ー
ト
ル
以

リ
メ
ー
ト
ル
を

ー
ト
ル
を
超
え

外
部
切
り
傷
等
の
区
分

下
の
腐
食
が
あ

超
え
一
ミ
リ
メ

る
腐
食
が
あ
る

る
場
合

ー
ト
ル
以
下
の

場
合
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腐
食
が
あ
る
場

合

外
部
切
り
傷
等
が
な
い
場
合

合
格

合
格

合
格

不
合
格

外
部
切
り
傷
等
（
凹
痕
を
除
く
。
）

合
格

合
格

不
合
格

不
合
格

の
深
さ
が
容
器
製
造
時
肉
厚
の
八
分

の
一
以
下
の
も
の
が
あ
る
場
合

外
部
切
り
傷
等
（
凹
痕
を
除
く
。
）

の
深
さ
が
容
器
製
造
時
肉
厚
の
八
分

合
格

合
格

不
合
格

不
合
格

の
一
を
超
え
五
分
の
一
以
下
の
も
の

が
四
箇
所
以
下
あ
る
場
合

外
部
切
り
傷
等
（
凹
痕
を
除
く
。
）

の
深
さ
が
容
器
製
造
時
肉
厚
の
八
分

不
合
格

不
合
格

不
合
格

不
合
格

の
一
を
超
え
五
分
の
一
以
下
の
も
の

が
五
箇
所
以
上
あ
る
場
合
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外
部
切
り
傷
等
（
凹
痕
を
除
く
。
）

不
合
格

不
合
格

不
合
格

不
合
格

の
深
さ
が
容
器
製
造
時
肉
厚
の
五
分

の
一
を
超
え
る
も
の
が
あ
る
場
合

凹
痕
の
深
さ
が
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

合
格

合
格

不
合
格

不
合
格

下
の
も
の
が
あ
る
場
合

凹
痕
の
深
さ
が
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を

不
合
格

不
合
格

不
合
格

不
合
格

超
え
る
も
の
が
あ
る
場
合

ロ

イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
外
部
検
査
は
不
合
格
と
す
る
。

も
と
の
金
属
表
面
が
わ
か
ら
ず
外
部
切
り
傷
等
又
は
腐
食
深
さ
の
測
定
が
困
難
な
場
合

(ｲ)

外
部
切
り
傷
等
（
凹
痕
を
除
く
。
）
、
凹
痕
又
は
腐
食
の
う
ち
二
以
上
が
同
じ
場
所
に
あ
る
場
合

(ﾛ)
ハ

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
外
部
切
り
傷
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
基
準
の
い
ず
れ
を
も
満
た
す
場
合
に
合
格
と
す

る
。

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
分
に
切
り
傷
等
が
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
切
り
傷
等
の
深
さ
が
〇
・
二
五
ミ
リ
メ
ー

(ｲ)



- 13 -

ト
ル
以
下
又
は
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
分
の
許
容
傷
深
さ
の
値
以
下
で
あ
る
場

合
は
、
当
該
傷
を
樹
脂
で
補
修
す
る
こ
と
に
よ
り
合
格
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

片
口
容
器
に
あ
っ
て
は
、
底
部
の
プ
ラ
グ
部
分
及
び
周
囲
の
樹
脂
部
に
傷
が
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
傷
が
ラ
イ
ナ

(ﾛ)

ー
に
達
し
て
い
な
い
場
合
は
、
当
該
傷
を
樹
脂
で
補
修
す
る
こ
と
に
よ
り
合
格
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

前
号
に
お
い
て
塗
膜
を
除
去
し
た
容
器
に
あ
っ
て
は
、
保
護
塗
装
を
補
修
す
る
こ
と
。

三

電
弧
傷
、
溶
接
炎
、
火
災
等
に
よ
り
発
生
し
た
傷
を
受
け
た
容
器
は
不
合
格
と
す
る
。

四

ネ
ッ
ク
リ
ン
グ
に
異
常
が
な
い
も
の
を
合
格
と
す
る
。

（
容
器
の
漏
え
い
試
験
）

第
十
八
条

容
器
の
漏
え
い
試
験
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
、
試
験
は
、
容
器
を
自
動
車
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

試
験
に
用
い
る
ガ
ス
は
圧
縮
水
素
と
す
る
。

二

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
容
器
に
あ
っ
て
は
、
試
験
は
容
器
に
最
高
充
塡
圧
力
の
五
分
の
三
に

相
当
す
る
圧
力
以
上
最
高
充
塡
圧
力
以
下
の
圧
力
を
一
分
間
以
上
加
え
た
後
、
ガ
ス
検
知
器
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
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は
、
容
器
外
面
に
ガ
ス
検
知
器
の
ガ
ス
吸
引
口
を
近
接
さ
せ
、
ガ
ス
検
知
器
を
作
動
さ
せ
た
状
態
で
十
秒
間
以
上
検
知
を

継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
行
い
、
ガ
ス
漏
え
い
検
知
液
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
容
器
外
面
に
ガ
ス
漏
え
い
検
知
液

を
塗
布
し
、
目
視
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

三

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
容
器
に
あ
っ
て
は
、
試
験
は
容
器
に
最
高
充
塡
圧
力
の
五
分
の
三

に
相
当
す
る
圧
力
以
上
最
高
充
塡
圧
力
以
下
の
圧
力
を
一
分
間
以
上
加
え
た
後
、
ガ
ス
検
知
器
を
使
用
し
、
容
器
外
面
に

ガ
ス
検
知
器
の
ガ
ス
吸
引
口
を
近
接
さ
せ
、
ガ
ス
検
知
器
を
作
動
さ
せ
た
状
態
で
十
秒
間
以
上
検
知
を
継
続
す
る
こ
と
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
容
器
再
検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格
）

第
十
九
条

規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
製
造
年
月
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
。

二

自
動
車
に
装
置
さ
れ
て
い
る
容
器
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

イ

容
器
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
容
器
証
票
に
記
載
さ
れ
た
車
台
番
号
は
、
当
該
容
器
が
現
に
装
置
さ
れ
て
い
る
車
台
番
号

と
同
一
で
あ
る
こ
と
。
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ロ

容
器
は
、
当
該
容
器
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
容
器
証
票
に
記
載
さ
れ
た
車
台
番
号
と
異
な
る
車
台
番
号
の
自
動
車
に
装

置
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

自
動
車
に
装
置
さ
れ
て
い
な
い
容
器
に
あ
っ
て
は
、
自
動
車
に
装
置
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
附
属
品
再
検
査
の
方
法
）

第
二
十
条

規
則
第
十
九
条
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
附
属
品
再
検
査
の
方
法
は
、
次
条
及
び
第
二
十
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
附
属
品
の
外
観
検
査
）

第
二
十
一
条

附
属
品
の
外
観
検
査
は
、
目
視
又
は
拡
大
鏡
を
使
用
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、

検
査
は
、
附
属
品
を
容
器
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
附
属
品
の
漏
え
い
試
験
）

第
二
十
二
条

附
属
品
の
漏
え
い
試
験
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
試
験
は
、
附
属
品
を
容
器
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
に
あ
っ
て
は
、
試
験
は
最
高
充
塡



- 16 -

圧
力
の
五
分
の
三
に
相
当
す
る
圧
力
以
上
最
高
充
塡
圧
力
以
下
の
圧
力
を
一
分
間
以
上
加
え
た
後
、
ガ
ス
検
知
器
を
使
用

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
附
属
品
外
面
に
ガ
ス
検
知
器
の
ガ
ス
吸
引
口
を
近
接
さ
せ
、
ガ
ス
検
知
器
を
作
動
さ
せ
た
状
態

で
十
秒
間
以
上
検
知
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
行
い
、
ガ
ス
漏
え
い
検
知
液
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
附
属
品
外

面
に
ガ
ス
漏
え
い
検
知
液
を
塗
布
し
、
目
視
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

二

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
に
あ
っ
て
は
、
試
験
は
最
高
充

塡
圧
力
の
五
分
の
三
に
相
当
す
る
圧
力
以
上
最
高
充
塡
圧
力
以
下
の
圧
力
を
一
分
間
以
上
加
え
た
後
、
ガ
ス
検
知
器
を
使

用
し
、
附
属
品
外
面
に
ガ
ス
検
知
器
の
ガ
ス
吸
引
口
を
近
接
さ
せ
、
ガ
ス
検
知
器
を
作
動
さ
せ
た
状
態
で
十
秒
間
以
上
検

知
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
附
属
品
再
検
査
に
お
け
る
附
属
品
の
規
格
）

第
二
十
三
条

規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
の
附
属
品
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附
属
品
に
あ
っ
て
は
、
当
該
附
属
品
が
装
置
さ
れ
た
容
器
を
装
置
し
た
自
動
車
に
貼
付
さ
れ

て
い
る
車
載
容
器
一
覧
証
票
に
記
載
さ
れ
た
容
器
の
製
造
番
号
と
異
な
る
容
器
に
装
置
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。
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二

容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
な
い
附
属
品
に
あ
っ
て
は
、
容
器
に
装
置
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
検
査
設
備
の
基
準
）

第
二
十
四
条

規
則
第
二
十
四
条
第
三
号
の
告
示
で
定
め
る
検
査
設
備
の
基
準
（
容
器
を
再
検
査
す
る
検
査
設
備
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

容
器
の
表
面
を
清
浄
に
す
る
た
め
の
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

イ

高
圧
空
気
に
よ
り
塵
等
を
除
去
す
る
た
め
の
設
備
又
は
洗
浄
液
噴
霧
装
置

ロ

ワ
イ
ヤ
ー
ブ
ラ
シ
、
ス
ク
レ
パ
等
の
さ
び
、
塗
膜
等
を
除
去
す
る
た
め
の
設
備

二

容
器
の
外
面
を
照
明
検
査
す
る
た
め
の
設
備
は
、
十
分
な
光
力
を
有
す
る
燈
火
及
び
鏡
若
し
く
は
フ
ァ
イ
バ
ー
ス
コ
ー

プ
と
す
る
。

三

容
器
の
傷
、
腐
食
等
の
寸
法
を
測
定
す
る
た
め
の
設
備
は
、
ス
ケ
ー
ル
（
日
本
工
業
規
格

七
五
一
六
（
一
九
八
七

B

）
金
属
製
直
尺
の
一
級
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
ノ
ギ
ス
（
日
本
工
業
規
格

七
五
〇
七
（
一
九
九
三
）
ノ
ギ

B

ス
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
デ
プ
ス
ゲ
ー
ジ
（
日
本
工
業
規
格

七
五
一
八
（
一
九
九
三
）
デ
プ
ス
ゲ
ー
ジ
に

B

適
合
す
る
最
小
読
み
取
り
目
盛
〇
・
〇
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
拡
大
鏡
と
す
る
。
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四

漏
え
い
試
験
の
た
め
の
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

イ

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
容
器
に
あ
っ
て
は
、
水
素
の
濃
度
が
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
ま

で
検
出
で
き
る
ガ
ス
検
知
器
又
は
ガ
ス
漏
え
い
検
知
液
及
び
塗
布
の
た
め
の
器
具

ロ

最
高
充
塡
圧
力
が
三
十
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
容
器
に
あ
っ
て
は
、
水
素
の
濃
度
が
〇
・
〇
三
パ
ー
セ
ン
ト
以

下
ま
で
検
出
で
き
る
ガ
ス
検
知
器

ハ

最
高
充
塡
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
三
倍
以
下
の
最
高
目
盛
の
あ
る
圧
力
計
で
あ
っ
て
、
日
本
工
業
規
格

七
五
〇

B

七
―
一
（
二
〇
〇
七
）
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
圧
力
計
―
第
一
部
：
ブ
ル
ド
ン
管
圧
力
計
に
適
合
し
て
い
る
も
の

２

規
則
第
二
十
四
条
第
三
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
附
属
品
を
再
検
査
す
る
検
査
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
漏

え
い
試
験
の
た
め
の
設
備
に
つ
い
て
第
一
項
第
四
号
の
例
に
よ
る
。

（
容
器
再
検
査
に
合
格
し
た
容
器
の
刻
印
等
）

第
二
十
五
条

規
則
第
二
十
七
条
第
二
項
の
告
示
に
定
め
る
証
票
は
、
様
式
第
四
に
定
め
る
容
器
再
検
査
合
格
証
票
と
し
、
こ

れ
を
燃
料
充
塡
口
近
傍
へ
貼
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
附
属
品
再
検
査
に
合
格
し
た
附
属
品
の
刻
印
等
）
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第
二
十
六
条

規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
の
告
示
に
定
め
る
方
式
は
、
前
条
に
よ
る
容
器
に
係
る
証
票
を
貼
付
す
る
方
式
と
す

る
。

（
品
質
管
理
の
方
法
）

第
二
十
七
条

規
則
第
三
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
容
器
の
型
式
ご
と
に
、
協
定
規
則
第
百
三
十
四

号

及
び

に
定
め
る
組
試
験
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

9.3.1
9.3.2.

（
登
録
容
器
製
造
業
者
が
行
う
刻
印
等
の
方
式
）

第
二
十
八
条

規
則
第
五
十
三
条
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
方
式
は
、
容
器
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、

か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
刻
印
す
る
方
式
と
す
る
。

一

協
定
規
則
第
百
三
十
四
号

に
定
め
る
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
記
号

4.4.

二

登
録
容
器
製
造
業
者
の
名
称

三

充
塡
す
べ
き
高
圧
ガ
ス
の
種
類
（
記
号

Ｃ
Ｈ
Ｇ
）

四

容
器
の
製
造
番
号

五

容
器
を
製
造
し
た
年
月
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六

充
塡
可
能
期
限
年
月

七

最
高
充
塡
圧
力
（
記
号

Ｍ
Ｆ
Ｐ
、
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
及
び
Ｍ

八

公
称
使
用
圧
力
（
記
号

Ｎ
Ｗ
Ｐ
、
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
及
び
Ｍ

九

試
験
の
サ
イ
ク
ル
の
回
数

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
登
録
容
器
製
造
業
者
は
、
規
則
第
六
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

を
刻
印
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

規
則
第
五
十
三
条
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
方
式
は
、
票
紙
に
第
一
項
又
は
前
二
項
に
掲
げ
る
事
項
を
明
瞭
に
、
か
つ
、

消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
た
も
の
を
、
フ
ー
プ
ラ
ッ
プ
層
の
見
や
す
い
箇
所
に
巻
き
込
む
方
式
又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
前

二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
打
刻
し
た
も
の
を
容
器
胴
部
の
外
面
に
取
れ
な
い
よ
う
に

貼
付
す
る
方
式
と
す
る
。

（
登
録
附
属
品
製
造
業
者
が
行
う
刻
印
等
の
方
式
）

第
二
十
九
条

規
則
第
五
十
九
条
の
告
示
で
定
め
る
方
式
は
、
附
属
品
の
厚
肉
の
部
分
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
明
瞭
に
、
か
つ

、
消
え
な
い
よ
う
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
刻
印
す
る
方
式
と
す
る
。
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一

協
定
規
則
第
百
三
十
四
号

に
定
め
る
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
記
号

4.4.
二

充
塡
す
べ
き
高
圧
ガ
ス
の
種
類
（
記
号

Ｃ
Ｈ
Ｇ
）

三

最
高
充
塡
圧
力
（
記
号

Ｍ
Ｆ
Ｐ
、
単
位

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
及
び
Ｍ

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。



様式第１（第１１条第１号関係）

容 器 証 票

搭 載 者 名 称

搭 載 月 年 月

車 台 番 号

備考 この証票の大きさは縦 2 5ミリメートル、横 9 0ミリメートル以上とする
こ と 。

様式第２（第１１条第２号関係）

車載容器一覧証票

容器の製造番号

１

２

３

４

充 塡 可 能 期 限 年 月

車 台 番 号

備考 １ この証票の大きさは縦50ミリメートル、横11 0ミリメートル以上とす
ること。

２ 容 器 番 号 の 欄 は 、 搭 載 容 器 の 個 数 に 合 わ せ て 作 成 す
ること。

３ 充塡可能期限は、当該車両に搭載された容器のうち最も短いものの
期限を記載すること。



様式第３（第１１条第３号関係）

車載容器総括証票

充塡すべきガスの名称

充 塡 可 能 期 限 年 月

公称使用圧力（ＮＷＰ）

検 査 有 効 期 限 年 月

備考 １ こ の証票の大きさは縦 3 0ミリメートル、横 4 5ミリメートル以上と
す る こ と 。

２ 充塡可能期限及び検査有効期限は、当該車両に搭載された容器のう
ち最も短いものの期限を記載すること。

３ 検査有効期限については日本語で記載すること。

様式第４（第２５条関係）

容器再検査合格証票 検査実施者の名称の符号

再検査有効期限 年 月

再 検 査 月 年 月

備考 １ こ の証票の大きさは縦 2 0ミリメートル、横 4 5ミリメートル以上と
す る こ と 。

２ 再検査有効期限は、当該車両に搭載された容器のうち最も短いもの
の期限を記載すること。


